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      資料 4. 　討議議事録

(1)基本設計現地調査時
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資料 4. 討議議事録 (1) 基本設計現地調査時（和文） 

 

ベナン共和国第６次村落給水計画 

基本設計調査協議議事録（仮訳） 

 

日本政府は、「教育環境及び衛生環境の向上を通じたコミュニティ開発計画案件概要確認調査」

（以下、「概要調査」という）の調査結果に基づき、「第 6次村落給水計画」（以下、「計画」とい

う）に関する基本設計調査の実施を決定し、その実施を独立行政法人国際協力機構（以下 JICA と

いう）に委託した。 

JICA は、JICA 国際協力総合研修所国際協力専門員 丸尾祐治を団長とする基本設計調査団（以

下、「調査団」という）をベナン国へ派遣し、調査を 2007 年 9 月 26 日から 2008 年 2月 6日まで

実施する予定である。 

調査団は、ベナン国政府関係者と協議するとともに、対象地域において現地調査を実施した。 

協議及び現地調査の結果、双方は附属書に記述された主要事項について確認した。本調査団は

引き続き調査を実施し、基本設計調査報告書をとりまとめる予定である。 

 

 

2007 年 10 月 2日 コトヌにて 

 

               

                                                      

丸尾 祐治                 Samari BANI 

基本設計調査団長      水総局局長 

国際協力機構      鉱山・エネルギー・水省 

日本国          ベナン共和国 
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附属書 

1 計画の目的 

 本計画は、給水施設建設を通して、安全で安定的な飲料水の供給を行うことによって、ベナン

共和国当該地域の生活環境の改善を図るものである。 

2 調査対象地域 

 両者の協議の結果、ベナン側は、以下のとおり調査対象地域を要請した。（別添１参照） 

コリーヌ県、クフォ県、ズー県、ウエメ県、モノ県 

3 責任機関及び実施機関 

(1) 責任機関は鉱山・エネルギー・水省である。 

(2) 実施機関は鉱山・エネルギー・水省水総局である。 

4 ベナン側からの要請内容 

 両者の協議の結果、ベナン側は下記の項目（詳細は別添２の通り）を要請した。 

(1) 小規模給水施設（レベル２）の建設・・・・・・・・・・・３０サイト 

(2) 人力ポンプ付井戸（レベル１）の建設・・・・・・・・・１７０サイト 

当初ベナン側が要請していた 118 箇所の既存井戸のリハビリについては、第 5次村落給水計画

が実施された際に、3台のサービスリグが供与されていることから、リハビリの工事はそれらの

リグを使用してベナン側が行うべきであることを、調査団はベナン側に伝えた。さらに、当初要

請のあった車輌は、日本国の無償資金協力の現在の実施方針に照らし供与は非常に難しく、また、

これまで類似案件においても認められてないことを説明した。協議の結果、本プロジェクトには、

井戸のリハビリと車輌の供与を含めないことに双方合意した。 

JICA は今後の現地調査及び国内解析により要請の妥当性を検証し、無償資金協力として適切と

判断した場合、日本国政府にその承認を推薦する。ベナン側は、本計画の基本設計（給水施設建

設仕様、数量等）については最終的には今後の解析作業及び日本国政府の本計画に係る予算等を

考慮して決定されることに同意した。また、ベナン側からの十分な情報提供が無い場合や、要請

内容の妥当性が低いと判断された場合、当該案件の取りやめ、または当該計画の一部削除があり

うることを理解した。 

5 日本の無償資金協力について 

(1) 調査団が説明した日本の無償資金協力の仕組み（別添３のとおり）を、ベナン側は理解した。 

(2) ベナン側は日本政府が無償資金協力を実施する場合にはその円滑な実施のために、別添４に

挙げるベナン側が対応すべき負担事項を実行することを約束した。 

6 調査の予定 
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(1) 本調査団は、引き続き 2008 年 2 月 6 日まで調査を継続する予定である。調査団は、この間

に、新たに要請されたサイトについて物理探査及び社会条件調査を実施し、各サイトの水理

地質条件等を確認するとともに、ベナン共和国の飲料水供給事情、他ドナーの状況及び過去

の無償資金協力案件のレビュー等の調査を実施する予定であることを説明し、ベナン側はそ

れを理解した。 

(2) JICA は基本設計概要書を作成するとともに、基本設計概要説明調査団を 2008 年 5月頃に派

遣し、基本設計概要についてベナン側に説明するとともに、ベナン側の必要準備事項を確認

する。 

(3) 基本設計概要書の内容について、ベナン側に原則的に受け入れられた場合、JICA は基本設

計調査報告書を作成し、これを 2008 年 7 月頃ベナン側に送付する予定である。 

７ インセプションレポートについて 

ベナン側は、調査団が提出したインセプションレポートの内容を理解し、原則的に同意した。 

８ 調査団への手配 

調査団からの依頼事項に関してベナン側は調査のためのカウンターパートを準備し、現地調査

を円滑に実施するため、本計画に関する全てのデータ、情報を調査団に提供することに同意した。 

９ その他の協議事項 

9-1 計画の優先順位と選択 

ベナン側から要請された本計画の内容は日本の無償資金協力として以下の基準で選択される

ことに両者は合意した 

a）給水施設整備に係る緊急的な必要性 

b) 運営維持管理能力 

c) 水源ポテンシャル 

d) 費用対効果 

e) 安全確保 

f）十分な情報 

9-2 施設の運営維持管理 

ベナン側はプロジェクトの施設の適正な運営維持管理を行い、それに必要な措置と予算確保を

行うことを約束した。 

ベナン側は、小規模給水施設に関しては“プロフェッショナリゼーション”と呼ばれる新たな

運営維持管理政策を導入する旨を説明し、本計画の枠内で日本側が計画するすべての小規模給水

施設の維持管理計画に関し、これを適用するよう要請した。 
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9-3 技術協力（ソフトコンポーネント） 

ベナン側は調査団に対し、給水施設の持続的な運営維持管理の強化を目的として、本プロジェ

クトにおいて、技術支援（ソフトコンポーネント）の実施について要望した。 

9-4 小規模給水施設建設計画について 

調査団は、小規模給水施設建設計画の策定に関しては、充分な水源の確保のために試掘の必要

があることを説明し、ベナン側はそれを理解した。試掘については、最大１０箇所で行う計画と

することに、双方合意した。 

ベナン側は、人力ポンプ付井戸（レベル１）よりも小規模給水施設（レベル２）の優先度が高

いことを説明し、レベル２については１０箇所の建設計画を策定することを要請した。またその

ために、必要に応じて、最大１０箇所で行うとする試掘のうち、いくつかを既存井戸の揚水試験

に置き換えることを要請した。 

具体的な、試掘や揚水試験を行う対象サイトについては、今後、調査団とベナン側と協議を行

いつつ、物理探査や社会条件調査を踏まえ検討することで、双方が合意した。 

9-5 税金の支払い 

本プロジェクトについては、ベナン共和国において課せられる付加価値税、関税その他あらゆ

る税金が免除されなければならない。 

9-6 安全確保 

ベナン側は調査団員の安全確保に必要と思われる措置を講じることに同意し、基本設計調査期

間中実施機関のカウンターパートが調査団員の現地調査に同行することを約束した。  

9-7 他プロジェクトとの重複 

ベナン側は本計画が他ドナー機関、NGO 及びベナンの政府機関の支援によるいかなる他プロジ

ェクトとも重複していないことを説明した。  

9-8 井戸モニタリング体制 

調査団はベナン側が井戸の維持管理にかかる定期的なモニタリング体制を確立することが井

戸の適正な使用への必要条件であることを説明し、ベナン側はこれを理解した。また、ベナン側

は井戸の適正な管理を行うことを合意した。 

 

別添 1 調査対象地域 

別添 2   ベナン側からの要請 

別添 3   日本の無償資金協力の仕組み 

別添 4   両国政府によってとられるべき主な措置 
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(2) 基本設計概要説明時
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資料 4. 討議議事録 (2) 基本設計概要説明時（和文）  

 

 

ベナン共和国第６次村落給水計画 

基本設計概要説明調査協議議事録(仮訳) 
 

 

 

ベナン共和国（以下、「ベ」国）からの要請に基づいて、日本政府は「第 6次村落給水計画 」（以

下、計画という）に関する基本設計調査の実施を決定し、その実施を独立行政法人国際協力機構（以

下 JICA という）に委託した。 

 

JICA は、基本設計調査団（以下、調査団という）を 2007 年 9 月から 2008 年 2 月にかけて「ベ」

国に派遣し、「ベ」国政府との協議、現地調査、国内解析を通じ基本設計概要書を作成した。 

 

JICA は、基本設計概要書の内容の説明および協議のために JICA 国際協力専門員 丸尾祐治を総

括とする基本設計概要書説明調査団を 2008 年 10 月 8日から 10月 15 日まで「ベ」国に派遣した。 

 

協議の結果、両者は附属書に記述された主要事項につき合意した。 

 

 

2008 年 10 月 15 日 コトヌにて 

 

 

 

 

  

                 

丸尾 祐治 

基本設計概要説明調査団長 

国際協力機構 

日本国 

                

Samari BANI 

水総局局長 

鉱山・エネルギー・水省 

ベナン共和国 
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附属書 
 

１．基本設計概要書の内容 

  本プロジェクトは、給水施設建設を通して、安全で安定的な飲料水の供給を行うことによっ

て、｢ベ｣国当該地域の生活環境の改善を図るものである。 

「ベ」国側は本調査団が説明した基本設計概要書の内容（本プロジェクトの協力範囲、対象村落、

工期、給水施設の設計方針、技術支援方針）について合意し、これを受け入れた。 

 

（１）協力対象事業： 

・ 人力ポンプ付き給水施設建設    124 箇所 

・ 動力ポンプ付き小規模給水施設建設 10 箇所 

・ 給水施設の運営･維持管理に関する啓発活動 

 

（２）協力対象サイト： 

 調査団は「ベ」国より要請のあった 200 サイト全てにおいて、社会条件調査および自然条件調査

を行い、技術的・社会的妥当性を勘案のうえ、最終的に上記のサイト数に絞り込んだ事を説明し、

「ベ」国側はこれを理解した。 

 

 

２．日本の無償資金協力制度 

｢ベ」国側は、2007 年 10 月 2 日に「ベ」国側と基本設計調査団との間で合意・署名された基本設

計調査協議議事録の別紙 3および 4に記載されている「日本国の無償資金協力制度｣、「両国政府に

よって取られるべき主な措置｣について、再度確認し、「ベ」国側負担事項の着実な履行を調査団に

約束した。 

 

３．調査日程およびプロジェクトの実施 

JICA は最終報告書を作成し、2008 年 12 月中を目途に「ベ」国政府に送付する。 

JICA が作成した基本設計報告書を基に、日本政府が、本プロジェクトが無償資金協力案件とし

て適当であるかを審査した上、閣議請議が行われる。閣議により承認されたならば、日「ベ」両国

政府による交換公文の署名によって正式決定に至り、本プロジェクトが実行に移される。 

     

 

４．概算事業費 

 調査団は、本プロジェクトの基本設計概要書にかかる仕様、図面等を「ベ」国側に手交し、双方

は同書類および協議内容に関するあらゆる資料を入札終了時まで関係者以外に開示しないことを

約束した。また、別紙 2の概算事業費見積額についても決して外部に漏らさないこと、また同書類

を複製しないことを確認し、合意した。 

 「ベ」国側負担事項に係る費用約 100 百万 FCFA に関し、調査団は「ベ」国側に対し必要予算を

確保するよう申し入れ、「ベ｣国側はこれに合意した。 

 

 

５．その他の協議事項 

（１） 運営・維持管理体制の強化 

 「ベ」国側は、1999 年に「地方分権化法」が制定され、給水サービスについては国から地方行

政機関であるコミューンへと権限が委譲されつつあること、また 2007 年より、コミューンが給水

施設（レベル 2）の運営・維持管理を民間業者に委託する「プロフェッショナリゼーション」とい

う運営体制が進められていることを調査団に説明した。 

 調査団は、運営・維持管理体制の強化のため、ソフトコンポーネントでコミューンと住民を対象

とした支援を行う予定であるが、同ソフトコンポーネントでは、施設完工後にコミューンが主体と

なってフォローアップを行うことが計画されているため、「ベ」国側に対し、同フォローアップが
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確実に行われるように、水総局及び県水支局がコミューンを支援するよう申し入れ、｢ベ｣国側の合

意を得た。 

 

（２） 本案件固有の「ベ」国側負担事項 

 調査団は、基本設計の結果明らかとなった、以下の本案件固有の先方負担事項について、「ベ」

国側に説明し、「ベ」国側はこれを理解し、確実に履行することを調査団に約束した。 

 

１） 本プロジェクトの工事に係る、各種許認可申請手続き（公共建設省の所轄県事務所の工事許

可、道路占有許可等） 

２） 輸入資材の迅速な通関手続き 

３） ベースキャンプ、サイトキャンプ等の用地確保 

 

また、別添１－（B）に記載された、本プロジェクト実施に必要となる経費について、ベナン側は

プロジェクト実施工程を考慮に入れた予算措置を確実に行うことを約束した。必要な予算措置は以

下の通り。 

１）本プロジェクト実施に必要な水総局、県水支局及びコミューンの担当者の給与、日当及び現場

手当て、車両燃料代に係る予算措置 

２）レベル 2施設 5サイトにおける商用電力引込工事、及び、レベル 2施設 10サイトにおける井

戸周りのフェンス設置（予算措置、発注手続き含む） 

３）施設建設後の定期的な維持管理に係るモニタリング、フォローアップに必要な費用の確保 

４)バンクコミッション費用のための予算措置 

 

 

 

別添 1 プロジェクトの概算事業費 
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